
JP 2017-191486 A 2017.10.19

10

(57)【要約】
【課題】製造工場における全ての製造設備に対して供給
品を効率良く補充することができる設備管理装置および
生産システムを提供する。
【解決手段】この設備管理装置１４は、設備情報収集部
２２と供給品補充判定部２３と在庫情報確認部２４と運
搬指令部２５とを具備する。設備情報収集部２２は、各
製造設備１１の供給品の消費状況を示す供給品情報をリ
アルタイムに収集する。供給品補充判定部２３は、供給
品の補充が必要な製造設備１１が在るかどうかを判定し
、供給品の補充が必要な製造設備１１の全てについて供
給品の補充順番を決定する。運搬指令部２５は、供給品
の補充順番に従って供給品を保管設備１３から各製造設
備１１に順次運搬する運搬経路を、運搬設備１２に指示
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品を製造する複数の製造設備（１１）、各前記製造設備（１１）での製品の製造に使
用される供給品を保管する保管設備（１３）、および前記保管設備（１３）と各前記製造
設備（１１）との間で前記供給品を運搬する運搬設備（１２）、のそれぞれと通信可能に
接続されていて、各前記製造設備（１１）による製品の製造を管理する設備管理装置（１
４）であって、
　各前記製造設備（１１）の前記供給品の消費状況を示す供給品情報をリアルタイムに収
集する設備情報収集部（２２）と、
　前記設備情報収集部（２２）により収集された各前記製造設備（１１）の前記供給品情
報を基に、前記供給品の補充が必要な前記製造設備（１１）が在るかどうかを判定し、前
記供給品の補充が必要な前記製造設備（１１）の全てについて前記供給品の補充順番を決
定する供給品補充判定部（２３）と、
　前記保管設備（１３）から前記供給品の在庫情報を取得し、該在庫情報に基づいて、前
記供給品補充判定部（２３）により前記供給品の補充が必要と判定された前記製造設備（
１１）の前記供給品が前記保管設備（１３）に在るかどうかを確認する在庫情報確認部（
２４）と、
　前記在庫情報確認部（２４）の確認結果において前記製造設備（１１）の前記供給品が
前記保管設備（１３）に在る場合には、前記供給品補充判定部（２３）により決定された
前記供給品の補充順番に従って前記供給品を前記保管設備（１３）から前記製造設備（１
１）に順次運搬する運搬経路を、前記運搬設備（１２）に指示する運搬指令部（２５）と
、
を具備する設備管理装置（１４）。
【請求項２】
　前記供給品情報には、各前記製造設備（１１）に予め備蓄された前記供給品のストック
数と前記製造設備（１１）毎の前記供給品の消費率に関する情報が含まれており、
　前記供給品補充判定部（２３）は、前記製造設備（１１）毎の製造すべき製品個数、各
前記製造設備（１１）に予め備蓄された前記供給品のストック数、および前記製造設備（
１１）毎の前記供給品の消費率に基づいて、前記供給品の補充順番を決定する、請求項１
に記載の設備管理装置（１４）。
【請求項３】
　前記供給品情報には、各前記製造設備（１１）に予め備蓄された前記供給品のストック
数と該供給品の損失数と前記製造設備（１１）毎の前記供給品の消費率とに関する情報が
含まれており、
　前記供給品補充判定部（２３）は、前記製造設備（１１）毎の製造すべき製品個数、各
前記製造設備（１１）に予め備蓄された前記供給品のストック数、該供給品の損失数、お
よび前記製造設備（１１）毎の前記供給品の消費率に基づいて、前記供給品の補充順番を
決定する、請求項１に記載の設備管理装置（１４）。
【請求項４】
　前記供給品補充判定部（２３）は、各前記製造設備（１１）の稼働状況の情報を取得し
、各前記製造設備（１１）の稼働状況の情報を考慮しつつ前記供給品の補充順番を決定す
る、請求項３に記載の設備管理装置（１４）。
【請求項５】
　前記在庫情報確認部（２４）は、前記製造設備（１１）の前記供給品が前記保管設備（
１３）に無いと判断すると、当該供給品が前記保管設備（１３）に無いことを前記設備管
理装置（１４）外へ通知するように構成されている、請求項１から４のいずれか一項に記
載の設備管理装置（１４）。
【請求項６】
　前記製造設備（１１）は、前記供給品を使用する少なくとも一つの機械（１９－１～１
９－ｎ）によって構築されている、請求項１から５のいずれか一項に記載の設備管理装置
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（１４）。
【請求項７】
　前記設備管理装置（１４）は、前記設備管理装置（１４）と通信可能に接続された製造
計画装置（１５）からの製造計画指示に従って、各前記製造設備（１１）を稼働させるよ
うに構成されている、請求項１から６のいずれか一項に記載の設備管理装置（１４）。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の設備管理装置（１４）と、
　前記設備管理装置（１４）と通信可能に接続されていて製造計画を前記設備管理装置（
１４）に指示する製造計画装置（１５）と、
　前記設備管理装置（１４）と通信可能に接続されていて各前記製造設備（１１）での製
品の製造に必要な供給品を保管する保管設備（１３）と、
　前記設備管理装置（１４）と通信可能に接続されていて前記保管設備（１３）と各前記
製造設備（１１）との間で前記供給品を運搬する運搬設備（１２）と、
を備えた、生産システム（１０）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の製造設備の製造状況を管理する設備管理装置および、該設備管理装置
を備えた生産システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　製造工場においては、工作機械やロボットなどといった複数の機械を適宜に配置するこ
とにより、ライン生産方式またはセル生産方式の製造設備、すなわち製造ラインまたは製
造セルが構築されている。そして、製造設備ごとに、複数の異なる機械を使って部品の加
工や溶接などの作業が行われている。前述のような製造設備を構築している各機械は、機
械毎に接続された制御装置を管理する管理コンピュータから製造指示を受信して稼働して
いる。一方、管理コンピュータは、各製造設備から各機械の状態や製造量などの製造情報
を取得しつつ、製造工程、製品品質、安全などを管理している。
【０００３】
　さらに、従来の製造工場においては、製造設備での製品の製造に使用されるワーク、工
具、油脂類などの供給品が製造設備毎に管理されており、適切な時機に作業者が供給品を
製造設備に補充している。しかし、製造設備に備蓄された供給品が製品の製造中に無くな
ってしまうと、製造が中断され、生産性が低下する。このため、前述のような供給品の補
充を早期に知らせる方法が種々提案されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１は、機械の稼働状況を示すデータをリアルタイムで収集し、このデ
ータから機械の稼働率、不良率、設備総合効率などを算出するように構成された製造ライ
ン稼働状況モニタリングシステムを開示している。さらに、このシステムは、機械の稼動
時間や製品の処理数などから機械の各部の消耗度を判定し、部品交換の指示を作業者に出
力する機能を備えている。
【０００５】
　特許文献２は、各機械の稼働状況に関するデータを受信し、これらデータを基に各機械
の消耗度を評価し、評価された消耗度を記憶部に蓄積して、それぞれの機械の消耗度を一
元的に管理する工作機械保守管理システムを開示している。
　特許文献３は、機械の状態から機械の部品の消耗時期を自動的に予測し、その消耗時期
に基づいて、自動的に発注時期を判断するように構成された部品自動発注システムを開示
している。
【０００６】
　特許文献４は、製造設備に関する、保全計画、予算、経費、および部品の在庫などの情
報を記憶装置内に記憶し、記憶された情報を基に製造設備の保全を実施する設備保全管理
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システムを開示している。
　特許文献５は、各生産ラインの用具の寿命使用回数を記憶部に保存しておき、用具の使
用回数の累計が寿命使用回数に達したときに、その用具が寿命に達したことを通知するよ
うに構成された、用具寿命管理システムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平７－１０５２８５号公報
【特許文献２】特開２００１－３５０５１０号公報
【特許文献３】特開２００５－２５８５８５号公報
【特許文献４】特開２００４－２８７７８５号公報
【特許文献５】特開２０１１－１８６９１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の製造工場においては、製造設備での製品製造に必要な供給品の情
報、例えば、供給品の在庫状況、消費状況および寿命などが製造設備ごとに管理されてお
り、複数の製造設備の間で、供給品の情報は共有されていない。このため、製造工場全体
においては、複数の製造設備のうちの、どの製造設備に優先的に供給品を補充する必要が
あるのかが分からない。
【０００９】
　また、前述した特許文献１～５に開示された発明においても、それぞれ、以下のような
問題点がある。
　特許文献１に開示された発明においては、製造設備間の情報を共有する手段および消耗
品を各製造設備に補充する際の優先順位を決定する手段が備えられていない。このため、
供給品を各製造設備に効率的に補充できない問題がある。
　特許文献２および特許文献３に開示された発明においても、供給品の補充に際して、供
給品を製造設備に運搬する際の優先順位を決定する機能が備えられていないため、供給品
の補充を効率良く行えない問題がある。
　特許文献４に開示された発明においては、過去の実績情報に基づいて製造設備の保全が
実施されている。つまり、リアルタイムで各製造設備の供給品の情報を収集する手段が備
えられていないため、供給品の不足を正確に予測できない問題がある。
　特許文献５に開示された発明においては、複数の製造設備の間で供給品の情報が共有さ
れていないため、優先的に供給品を補充すべき製造設備を決定するのが困難であるという
問題がある。
【００１０】
　そこで本発明は、上述のような問題点に鑑み、製造工場における全ての製造設備に対し
て供給品を効率良く補充することができる設備管理装置および生産システムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第一態様によれば、製品を製造する複数の製造設備、各前記製造設備での製品
の製造に使用される供給品を保管する保管設備、および前記保管設備と各前記製造設備と
の間で前記供給品を運搬する運搬設備、のそれぞれと通信可能に接続されていて、各前記
製造設備による製品の製造を管理する設備管理装置であって、
　各前記製造設備の前記供給品の消費状況を示す供給品情報をリアルタイムに収集する設
備情報収集部と、
　前記設備情報収集部により収集された各前記製造設備の前記供給品情報を基に、前記供
給品の補充が必要な前記製造設備が在るかどうかを判定し、前記供給品の補充が必要な前
記製造設備の全てについて前記供給品の補充順番を決定する供給品補充判定部と、
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　前記保管設備から前記供給品の在庫情報を取得し、該在庫情報に基づいて、前記供給品
補充判定部により前記供給品の補充が必要と判定された前記製造設備の前記供給品が前記
保管設備に在るかどうかを前記在庫情報に基づいて確認する在庫情報確認部と、
　前記在庫情報確認部の確認結果において前記製造設備の前記供給品が前記保管設備に在
る場合には、前記供給品補充判定部により決定された前記供給品の補充順番に従って前記
供給品を前記保管設備から前記製造設備に順次運搬する運搬経路を、前記運搬設備に指示
する運搬指令部と、
を具備する設備管理装置が提供される。
【００１２】
　本発明の第二態様によれば、上記第一態様の設備管理装置であって、前記供給品情報に
は、各前記製造設備に予め備蓄された前記供給品のストック数と前記製造設備毎の前記供
給品の消費率とに関する情報が含まれており、前記供給品補充判定部は、前記製造設備毎
の製造すべき製品個数、各前記製造設備に予め備蓄された前記供給品のストック数、およ
び前記製造設備毎の前記供給品の消費率に基づいて、前記供給品の補充順番を決定する、
設備管理装置が提供される。
【００１３】
　本発明の第三態様によれば、上記第一態様の設備管理装置であって、前記供給品情報に
は、各前記製造設備に予め備蓄された前記供給品のストック数と該供給品の損失数と前記
製造設備毎の前記供給品の消費率とが含まれており、前記供給品補充判定部は、前記製造
設備毎の製造すべき製品個数、各前記製造設備に予め備蓄された前記供給品のストック数
、該供給品の損失数、および前記製造設備毎の前記供給品の消費率に基づいて、前記供給
品の補充順番を決定する、設備管理装置が提供される。
【００１４】
　本発明の第四態様によれば、上記第三態様の設備管理装置であって、前記供給品補充判
定部は、各前記製造設備の稼働状況の情報を取得し、各前記製造設備の稼働状況の情報を
考慮しつつ前記供給品の補充順番を決定する、設備管理装置が提供される。
【００１５】
　本発明の第五態様によれば、上記第一態様から第四態様のいずれかの設備管理装置であ
って、前記在庫情報確認部は、前記製造設備の前記供給品が前記保管設備に無いと判断す
ると、当該供給品が前記保管設備に無いことを前記設備管理装置外へ通知するように構成
されている、設備管理装置が提供される。
【００１６】
　本発明の第六態様によれば、上記第一態様から第五態様のいずれかの設備管理装置であ
って、前記製造設備は、前記供給品を使用する少なくとも一つの機械によって構築されて
いる、設備管理装置が提供される。
【００１７】
　本発明の第七態様によれば、上記第一態様から第六態様のいずれかの設備管理装置であ
って、前記設備管理装置は、前記設備管理装置と通信可能に接続された製造計画装置から
の製造計画指示に従って、各前記製造設備を稼働させるように構成されている、設備管理
装置が提供される。
【００１８】
　本発明の第八態様によれば、上記第一態様から第七態様のいずれかの設備管理装置と、
前記設備管理装置と通信可能に接続されていて製造計画を前記設備管理装置に指示する製
造計画装置と、前記設備管理装置と通信可能に接続されていて各前記製造設備での製品の
製造に必要な供給品を保管する保管設備と、前記設備管理装置と通信可能に接続されてい
て前記保管設備と各前記製造設備との間で前記供給品を運搬する運搬設備と、を備えた、
生産システムが提供される。
【発明の効果】
【００１９】
　上記第一態様から第八態様によれば、製造工場における製造設備毎の供給品の消費状況
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を収集して一元的に管理できるため、製造工場における複数の製造設備のうちの、どの製
造設備に対して供給品を早急に補充する必要があるのかが分かる。さらに、本発明の設備
管理装置は、供給品の補充が必要な製造設備について補充の優先順位を決定し、その優先
順位に従って供給品を自動的に補充できるので、供給品を各製造設備に効率良く補充する
ことができる。また、各々の製造設備に対して、作業者が供給品の補充の要否を判断する
必要が無くなる。
【００２０】
　添付図面に示される本発明の典型的な実施形態の詳細な説明から、本発明のこれらの目
的、特徴および利点ならびに他の目的、特徴および利点がさらに明確になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】一実施形態の設備管理装置を備えた生産システムを模式的に示したブロック図で
ある。
【図２】図１に示された設備管理装置が運搬設備に指示する運搬経路を模式的に示した図
である。
【図３】図１に示された設備管理装置の処理手順の一部を示すフローチャートである。
【図４】図１に示された設備管理装置の処理手順の残りの部分を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。以下の図面において、同様
の部材には同様の参照符号が付けられている。理解を容易にするために、これらの図面は
縮尺を適宜変更している。また、図面に示される形態は本発明を実施するための一つの例
であり、本発明は図示された形態に限定されるものではない。
【００２３】
　図１は一実施形態の設備管理装置を備えた生産システムを模式的に示したブロック図で
ある。
　図１を参照すると、生産システム１０は、複数の製造設備１１と、運搬設備１２と、保
管設備１３と、設備管理装置１４と、製造計画装置１５とを備える。
【００２４】
　製造設備１１、運搬設備１２および保管設備１３は、製品を製造する製造工場１６に配
置されている。これに対して、設備管理装置１４および製造計画装置１５は、製造工場１
６とは異なる建屋に配置されている。例えば、設備管理装置１４は、製造設備１１や保管
設備１３などが配置された製造工場１６の敷地にある別の建屋に配置されていてもよい。
この場合には、製造設備１１、運搬設備１２および保管設備１３の各々と、設備管理装置
１４とは、例えばイントラネットのネットワーク１７を介して通信可能に相互接続されて
いることが好ましい。
【００２５】
　製造計画装置１５は、例えば、製造工場１６から遠隔地に在る事務所に配置されていて
もよい。つまり、製造計画装置１５はクラウド上のコンピュータであることが好ましい。
この場合には、設備管理装置１４と製造計画装置１５とは、例えばインターネットのネッ
トワーク１８を介して通信可能に相互接続されていることが好ましい。また、製造計画装
置１５は、上記の事務所において、製造設備１１ごとに製品を製造するための製造計画を
作成し、それらの製造状況を管理する装置であるのが好ましい。
【００２６】
　本実施形態の製造設備１１は、製品を製造する複数の機械をフレキシブルに組合せた集
合である。例えば、製造設備１１は、ライン生産方式またはセル生産方式の製造設備、す
なわち製造ラインまたは製造セルでありうる。このため、製造設備１１は、図１に示され
るようにｎ台の機械１９－１～１９－ｎ（ｎは自然数）により構築されている。しかし、
製造設備１１における機械の数は本発明では限定されない。製造設備１１は、後述する供
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給品を使用する少なくとも一つの機械から構成されていればよい。
【００２７】
　機械１９－１～１９－ｎの各々には、次のような機械が使用されうる。すなわち、ＮＣ
工作機械、産業用ロボット、計測器、試験装置、プレス機、印刷機、ダイカストマシン、
射出成型機、食品機械、包装機、溶接機、洗浄機、塗装機、組立装置、実装機、木工機械
、シーリング装置、又は切断機、などが使用されうる。本実施形態の各製造設備１１は、
例えば、射出成形機とＮＣ工作機と産業用ロボットとから構築された製造ラインまたは製
造セルでありうる。また、各機械１９－１～１９－ｎは、ＲＯＭ（read only memory)、
ＲＡＭ（random access memory）などのメモリや、ＣＰＵ（control processing unit）
および通信部（図示せず）を有しており、該通信部が、設備管理装置１４内の第一通信装
置２０との情報の受渡しを制御する。
【００２８】
　保管設備１３は、各製造設備１１に供給すべき供給品を保管する設備、例えば自動倉庫
である。上記の供給品は、各製造設備１１での製品の製造に使用される、ワーク（被加工
物）、工具、容器に入った油脂類、などである。また、運搬設備１２は、保管設備１３と
各製造設備１１との間で供給品を運搬可能な設備である。この運搬設備１２は、例えば、
搬送ロボット、無人運搬車（ＡＧＶ）、または無人航空機などである。
【００２９】
　設備管理装置１４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、および通信制御部を備えたコンピュー
タから構成されている。設備管理装置１４は、各製造設備１１の機械に対して、製造計画
装置１５からの製造計画指示に基づく個別の稼働指令を送信する。各製造設備１１の機械
は、上記の稼働指令に従って稼働するようになっている。例えば、製造計画装置１５から
設備管理装置１４に、製造設備１１ごとに１日当たりに製造すべき製品個数が指示される
。この場合、設備管理装置１４は、製造個数の指示に基づいて製造設備１１毎のサイクル
タイムを算出し、該サイクルタイムに基づく機械の動作開始指令や動作停止指令などを、
各製造設備１１の機械に稼働指令として送信する。
【００３０】
　さらに、設備管理装置１４は、製造設備１１毎の供給品の消費状況を一元的に管理して
、供給品の補充が必要な製造設備１１から優先的に供給品を補充するようになっている。
　つまり、各製造設備１１には、ワーク、工具、容器に入った油脂類などの供給品を備蓄
しておく備蓄部、例えばワーク供給装置、自動工具交換機、油脂供給装置などが設けられ
ている。これら供給品は、各製造設備１１の供給品の消費状況に応じて、前述の備蓄部か
ら自動的に各製造設備１１の機械に順次補充されるようになっている。さらに、各製造設
備１１は、供給品の消費状況を監視しつつ記憶する機能部、例えばセンサとメモリを有す
る。設備管理装置１４は、このようなセンサとメモリなどから、供給品の消費状況をリア
ルタイムに取得するようにしている。
【００３１】
　さらに、本実施形態の設備管理装置１４をより詳しく説明する。
　図１に示されるように、本実施形態の設備管理装置１４は、第一通信装置２０および第
二通信装置２１と、設備情報収集部２２と、供給品補充判定部２３と、在庫情報確認部２
４と、運搬指令部２５と、記憶部２６とを具備する。
【００３２】
　第一通信装置２０は、製造計画装置１５からの製造計画指示に基づく個別の稼働指令を
、例えばイントラネットのネットワーク１７を介して各製造設備１１に送信できる。さら
に、第一通信装置２０は、イントラネットのネットワーク１７を介して、前述の稼働指令
に対する各製造設備１１の稼働情報を受信できる。
　上記の製造設備１１の稼働情報は、製造設備１１毎のリアルタイムの稼働状況、例えば
、機械の稼働時間、機械の停止時間、サイクルタイム、製造量などである。この稼働情報
には、稼働指令に対する機械加工の進捗状況、あるいは、加工プログラムの進捗状況など
も含まれる。
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【００３３】
　さらに、第一通信装置２０は、イントラネットのネットワーク１７を介して、保管設備
１３に在庫情報の出力命令を送信し、運搬設備１２に運搬状況の出力命令を送信できる。
第一通信装置２０は、イントラネットのネットワーク１７を介して、各製造設備１１から
供給品の消費状況に関する供給品情報を受信でき、保管設備１３から供給品の在庫情報を
受信でき、さらには運搬設備１２から運搬状況も受信できる。
【００３４】
　上記の供給品情報は、製造設備１１ごとに予め備蓄されている供給品の数（以下、スト
ック数と呼ぶ。）と、該供給品の消費率とを含む情報である。この情報には、供給品の種
類、重量、サイズなどが関連付けられている。供給品の消費率は、各製造設備１１にて所
定数の製品を製造することによって消費される供給品の数を意味する。例えば、或る種の
工具は、２００個の製品を製造した時に使用不可になる。このため、この種の工具の消費
率は１／２００である。つまり、２００個の製品の製造に対して消費される工具の数が１
個である。
　上記した供給品の在庫情報は、保管設備１３に保管されている供給品の種類や在庫量に
関する情報である。
　上記の運搬状況は、運搬設備１２の現在位置や、運搬設備１２上の供給品の有無および
種類などの情報である。
【００３５】
　第二通信装置２１は、例えばインターネットのネットワーク１８を介して、製造計画装
置１５から製造計画指示を受信できる。さらに、第二通信装置２１は、供給品補充判定部
２３が判定した補充の要否の結果や、在庫情報確認部２４が確認した供給品の在庫状況な
ども製造計画装置１５に送信できる。
【００３６】
　設備情報収集部２２は、各製造設備１１の供給品情報や、各製造設備１１の稼働情報な
どをリアルタイムに収集し、記憶部２６に記憶させる。収集される供給品情報や稼働情報
は前述したとおりである。
【００３７】
　供給品補充判定部２３は、収集された各製造設備１１の供給品情報を基に、供給品の補
充が必要な製造設備１１が在るかどうかを判定しつつ、供給品の補充が必要な製造設備１
１が在ると判定された製造設備１１の全てについて供給品の補充順番を決定する。さらに
、供給品補充判定部２３は、決定された供給品の補充順番を記憶部２６に記憶させる。
【００３８】
　なお、既述したように、各製造設備１１の供給品情報には、各製造設備１１に予め備蓄
された供給品のストック数と製造設備１１毎の供給品の消費率とが含まれる。これらの情
報が、供給品補充判定部２３により供給品の補充順番を決定する際に用いられる。
　例えば、製品ｓを製造する三つの製造設備ａ、ｂ、ｃが製造工場に構築されており、そ
れぞれの製造設備での製品ｓの製造に使用される複数の工具のうちの１種類の工具ｔに注
目して、工具ｔの補充順番を決定する場合を説明する。
　各製造設備ａ、ｂ、ｃは、以下のような製造条件により製品ｓを製造するとする。
　製造設備ａには、１日当たり６００個の製品ｓを製造する指令が与えられ、製造設備ｂ
には、１日当たり２００個の製品ｓを製造する指令が与えられ、製造設備ｃには、１日当
たり８００個の製品ｓを製造する指令が与えられている。
　各製造設備ａ～ｃにおいて、工具ｔの最大ストック数が最大１０個に設定されている。
　現在、製造設備ａにおける工具ｔのストック数は３個であり、製造設備ｂにおける工具
ｔのストック数は２個であり、製造設備ｃにおける工具ｔのストック数は２個、であると
する。
　工具ｔの消費率については、２００個の製品ｓの製造に対して消費される工具の数が１
個であるとする。つまり、工具ｔの消費率は１／２００である。
　以上の製造条件においては、製造設備ａは、１日あたり６００個の製品ｓを製造するた
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めに３個の工具ｔを消費する（６００／２００＝３）。製造設備ｂは、１日あたり２００
個の製品ｓを製造するために１個の工具ｔを消費する（２００／２００＝１）。製造設備
ｃは、１日あたり８００個の製品ｓを製造するために４個の工具ｔを消費する（８００／
２００＝４）。
　このため、製造設備ａにおいては、工具ｔのストック数は３個であるので、ストック数
がゼロになるまでの期間は１日である（３／３＝１）。製造設備ｂにおいては、工具ｔの
ストック数は２個であるので、ストック数がゼロになるまでの期間は２日である（２／１
＝２１）。製造設備ｃにおいては、工具ｔのストック数は２個であるので、ストック数が
ゼロになるまでの期間は０．５日である（２／４＝０．５）。つまり、製造設備ａは翌日
に、製造設備ｂは２日後に、製造設備ｃは当日にストック切れとなる。
【００３９】
　製品の製造を滞りなく行うためには、各製造設備ａ～ｃにおける工具ｔのストック数が
ゼロになる前に工具ｔの補充を行う必要がある。したがって、各製造設備ａ～ｃへの工具
ｔの補充順番は、補充の優先順位の高いほうから、製造設備ｃ、製造設備ａ、製造設備ｂ
の順番となる。
【００４０】
　以上のことより、製造指令による１日当たりの製造品数をＭとし、工具ｔの現在のスト
ック数をＮとし、工具ｔの消費率をＰとし、ストック切れまでの猶予期間をＱとすると、
この猶予期間Ｑは、下記の式（１）により表すことができる。
　　　　　Ｑ＝Ｎ／（Ｍ×Ｐ）　　　　　　　　　　・・・式（１）
　よって、前述した供給品補充判定部２３は、各製造設備１１について、上記の猶予期間
Ｑを求めることにより、供給品を補充する際の優先順位を決定することができる。つまり
、供給品補充判定部２３は、製造設備１１毎の製造すべき製品個数、各製造設備１１に予
め備蓄された供給品のストック数、および製造設備１１毎の供給品の消費率に基づいて、
供給品の補充順番を決定するのが好ましい。
【００４１】
　また、前述した各製造設備ａ～ｃでの製品ｓの製造中に不測の事態、例えば、使い切る
前に工具ｔが破損する事態により、各製造設備ａ～ｃにおける工具ｔのストック数が変化
する場合が有りうる。この場合には、下記のように工具ｔの補充順番を決定する。
　具体的には、前述した製造条件により、各製造設備ａ、ｂ、ｃは製品ｓを製造するとす
る。つまり、前述したように、製造設備ａにおける工具ｔのストック数は３個であり、製
造設備ｂにおける工具ｔのストック数は２個であり、製造設備ｃにおける工具ｔのストッ
ク数は２個、であるとする。工具ｔの消費率は、１／２００であるとする。
　製造設備ａは、１日当たり６００個の製品ｓを製造するために３個の工具ｔを消費する
（６００／２００＝３）。製造設備ｂは、１日当たり２００個の製品ｓを製造するために
１個の工具ｔを消費する（２００／２００＝１）。製造設備ｃは、１日当たり８００個の
製品ｓを製造するために４個の工具ｔを消費する（８００／２００＝４）。
　しかし、製造設備ａにおいては、３個の工具ｔが、それぞれ完全に使い切ることなく破
損したとする。この場合、製造設備ａのみにおいては、工具ｔのストック数は３個から０
個に変わる。
　よって、製造設備ａにおいては、工具ｔのストック数は０個であるので、ストック数が
ゼロになるまでの期間は０日である（０／３＝０）。製造設備ｂにおいては、工具ｔのス
トック数は２個であるので、ストック数がゼロになるまでの期間は２日である（２／１＝
２）。製造設備ｃにおいては、工具ｔのストック数は２個であるので、ストック数がゼロ
になるまでの期間は０．５日である（２／４＝０．５）。つまり、製造設備ａは既にスト
ック切れであり、製造設備ｂは２日後にストック切れになり、製造設備ｃは当日にストッ
ク切れとなる。
　このような場合には、各製造設備ａ～ｃへの工具ｔの補充順番は、補充の優先順位の高
いほうから、製造設備ａ、製造設備ｃ、製造設備ｂの順番となる。
　前述した式（１）は、工具ｔの破損数（すなわち損失数）をＲとすると、下記の式（２
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）に置換えることができる。
　　　Ｑ＝（Ｎ－Ｒ）／（Ｍ×Ｐ）　　　　　　　　　　・・・式（２）
　つまり、前述した供給品補充判定部２３は、製造設備１１毎の製造すべき製品個数、各
製造設備１１に予め備蓄された供給品のストック数、該供給品の損失数、および製造設備
１１毎の供給品の消費率に基づいて、供給品の補充順番を決定するのが好ましい。
【００４２】
　さらに、供給品補充判定部２３は、第一通信装置２０を介して各製造設備１１の稼働状
況をリアルタイムに取得し、それら稼働状況の情報を、前述のように供給品の補充順番を
決定する際に使用するのが好ましい。
　例えば、前述の製造設備ａおよび製造設備ｂは正常に稼働しているが、前述の製造設備
ｃは停止しているとする。この場合には、停止中の製造設備ｃは、正常に稼働しているな
らば当日にストック切れとなるものの、復旧するのに２日の期間を必要とするため、３日
後にストック切れとなる。なお、前述のように、稼働中の製造設備ａは翌日に、稼働中の
製造設備ｂは２日後にストック切れとなる。
　このような場合には、各製造設備ａ～ｃへの工具ｔの補充順番は、補充の優先順位の高
いほうから、製造設備ａ、製造設備ｂ、製造設備ｃの順番となる。つまり、各製造設備１
１の稼働状況を考慮して、各製造設備１１への供給品の補充順番が決定される。
【００４３】
　なお、本実施形態の供給品補充判定部２３においては、各製造設備１１に対して供給品
のストック数が０個であるかどうかを監視することにより、供給品の補充の要否を判定し
ている。しかし、各製造設備１１について供給品の補充の要否を判定するタイミング、す
なわち補充の要否を判定する閾値は、設備管理装置１４外から供給品補充判定部２３に任
意に設定できるのが好ましい。さらに、各製造設備１１への供給品の補充量についても任
意に設定できることが好ましい。
【００４４】
　また、図１に示される設備管理装置１４において、在庫情報確認部２４は、保管設備１
３から供給品の在庫情報を取得し、記憶部２６に記憶させる。在庫情報確認部２４は、記
憶部２６内の在庫情報に基づいて、供給品補充判定部２３により供給品の補充が必要と判
定された製造設備１１の供給品が保管設備１３に在るかどうかを確認する。さらに、在庫
情報確認部２４は、製造設備１１の供給品が保管設備１３に無いと判断すると、当該供給
品が保管設備１３に無いことを第二通信装置２１により設備管理装置１４外、例えば製造
計画装置１５へ通知する。
【００４５】
　運搬指令部２５は、在庫情報確認部２４の確認結果において製造設備１１の供給品が保
管設備１３に在る場合に、決定された供給品の補充順番に従って供給品を保管設備１３か
ら各製造設備１１に順次運搬する運搬経路を、運搬設備１２に指示する。
　なお、製造工場１６においては、各製造設備１１の間や、各製造設備１１と保管設備１
３との間にそれぞれ、運搬設備１２の通過可能な複数の通路および通路の交差点が存在す
る。設備管理装置１４の記憶部２６には、上記複数の通路の位置および通路の交差点の位
置や、各製造設備１１と保管設備１３のそれぞれの設置位置などの情報が運搬経路情報と
して予め記憶されている。前述した運搬指令部２５は、運搬設備１２から第一通信装置２
０を介して運搬設備１２の現在の運搬状況を取得することができる。運搬指令部２５は、
その運搬状況と、供給品補充判定部２３により決定された供給品の補充順番とを基に、前
述の運搬経路情報から、供給品の補充順番に則って供給品を各製造設備１１に順次運搬す
る運搬経路を探索する。
【００４６】
　図２は、設備管理装置１４が運搬設備１２に指示する運搬経路Ｐを模式的に示した図で
ある。図２に示されるように、設備管理装置１４は、各製造設備１１の供給品情報、運搬
設備１２の運搬状況、および保管設備１３の在庫情報などをリアルタイムに取得する。設
備管理装置１４は、該供給品情報を基に各製造設備１１への供給品の補充順番を決定し、
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この補充順番と運搬経路情報と現在の運搬状況を基に、補充順番に則した運搬経路Ｐを計
画し、運搬設備１２に指示する。また、設備管理装置１４は、運搬経路Ｐを指示する前に
、保管設備１３の在庫情報から、供給品の在庫の有無を確認する。勿論、図２に示される
運搬経路Ｐは一例であり、運搬経路Ｐは、前述した供給品補充判定部２３が決定する補充
順番に応じて変わる。
【００４７】
　以下に、本実施形態の設備管理装置１４の処理手順を具体的に説明する。図３は、図１
に示された設備管理装置１４の処理手順の一部を示すフローチャートであり、図４はその
残りの処理手順を示すフローチャートである。図３および図４に示された処理フローは、
両図間で同じ符号Ａが付された結合子において結合されているものとする。なお、図１に
示された設備情報収集部２２、供給品補充判定部２３、在庫情報確認部２４、運搬指令部
２５および記憶部２６のそれぞれが行う処理フローの部分を、図３および図４に破線の囲
みによって明示した。
【００４８】
　はじめに、図３のステップＳ１１において、設備管理装置１４の設備情報収集部２２が
各製造設備１１の供給品情報をリアルタイムに収集する。続いて、図３のステップＳ１２
において、設備情報収集部２２は各製造設備１１の供給品情報を記憶部２６に記憶させる
。その後、図３のステップＳ１３において、設備情報収集部２２は、製造工場１６内の全
ての製造設備１１の供給品情報を収集できたかを判断する。この判断処理の結果、全ての
製造設備１１の供給品情報を未だ収集できていない場合には、上記のステップＳ１１～ス
テップＳ１２が繰返される。一方、全ての製造設備１１の供給品情報を収集できた場合に
は、次のステップＳ１４に進む。
【００４９】
　図３のステップＳ１４においては、供給品補充判定部２３が、記憶部２６に記憶された
各製造設備１１の供給品情報を基に、供給品の補充が必要な製造設備１１が在るかどうか
を判定する。この判定の結果として、供給品の補充が必要な製造設備１１が無い場合には
、図３のステップＳ１５において、供給品補充判定部２３は、供給品の補充が必要な製造
設備１１が無いことを製造計画装置１５に通知する。その後、設備管理装置１４は全ての
処理を終了する。一方、供給品の補充が必要な製造設備１１が在る場合には、次のステッ
プＳ１６に進む。
【００５０】
　図３のステップＳ１６においては、供給品補充判定部２３は、供給品の補充が必要な全
ての製造設備１１について供給品の補充順番（補充の優先順位）を決定する。続いて、図
３のステップＳ１７において、供給品補充判定部２３は供給品の補充順番を記憶部２６に
記憶させる。なお、供給品の補充順番を決定する方法については、前に説明したとおりで
ある。
【００５１】
　次に、図４のステップＳ１８において、在庫情報確認部２４が、保管設備１３から保管
設備１３の在庫情報を取得し、記憶部２６に記憶させる。続いて、図４のステップＳ１９
において、在庫情報確認部２４は、上記の在庫情報に基づいて、供給品の補充が必要な製
造設備１１の供給品が保管設備１３に在るかどうかを確認する。この確認の結果として、
供給品の補充が必要な製造設備１１の供給品が保管設備１３に無い場合には、図４のステ
ップＳ２０において、在庫情報確認部２４は、当該製造設備１１の供給品が保管設備１３
に無いことを製造計画装置１５に通知する。これにより、製造計画装置１５が置かれた事
務所に居る人は、保管設備１３で不足している供給品を補充するための対応行動を早急に
とることができる。このようなステップＳ２０の後、設備管理装置１４は全ての処理を終
了する。一方、供給品の補充が必要な製造設備１１の供給品が保管設備１３に在る場合に
は、次のステップＳ２１に進む。
【００５２】
　図４のステップＳ２１においては、記憶部２６に記憶された、運搬経路情報、供給品の
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補充順番、運搬設備１２の運搬状況などから、運搬指令部２５が、その供給品の補充順番
に則した運搬設備１２の運搬経路を探索する。
　具体的には、記憶部２６には、運搬経路情報が事前に記憶されている。すなわち、製造
工場１６における、運搬設備１２の通過可能な複数の通路の位置および通路の交差点の位
置に関する情報が、運搬経路情報として記憶されている。また、記憶部２６には、供給品
補充判定部２３により決定された、各製造設備１１への供給品の補充順番も記憶されてい
る。運搬指令部２５は、運搬設備１２が、記憶部２６に記憶された供給品の補充順番に従
って保管設備１３から各製造設備１１に順次移動する運搬経路を、前述の運搬経路情報か
ら探索する。
　さらに、運搬指令部２５は、運搬設備１２から運搬状況をリアルタイムに取得して記憶
部２６に記憶させている。この運搬状況には運搬設備１２の現在位置の情報が含まれる。
このため、運搬指令部２５は、運搬設備１２が、保管設備１３に位置しておらず、保管設
備１３と任意の製造設備１１との間の通路の途中に位置している場合を把握できる。さら
に、上記の運搬状況には運搬設備１２上の供給品の有無および種類などの情報も含まれる
ため、運搬指令部２５は、供給品の補充が必要な製造設備１１の供給品を運搬設備１２が
運搬しているかどうかも判定できる。運搬指令部２５は、製造設備１１に補充すべき供給
品が運搬設備１２上に有ると判定すると、運搬設備１２がこの現在位置から各製造設備１
１に供給品の運搬順番に従って順次移動する運搬経路を、前述の運搬経路情報から探索す
る。一方、運搬指令部２５は、製造設備１１に補充すべき供給品が運搬設備１２上に無い
と判定すると、運搬設備１２がこの現在位置から保管設備１３を経由して各製造設備１１
に供給品の運搬順番に従って移動する運搬経路を、前述の運搬経路情報から探索する。
【００５３】
　続いて、図４のステップＳ２２において、運搬指令部２５は、運搬設備１２に対して、
決定された運搬経路で供給品を運搬する旨の運搬指令を送信する。供給品が運搬された製
造設備１１については、供給品が補充されて供給品のストック数が増えるので、供給品情
報が変わる。このため、図４のステップＳ２３において、運搬指令部２５は、新しくなっ
た供給品情報を製造計画装置１５に通知する。また、運搬指令部２５は、新しくなった供
給品情報を記憶部２６に記憶させる。その後、設備管理装置１４は全ての処理を終了する
。
【００５４】
　以上に説明したように、本実施形態の設備管理装置１４は、製造工場１６に構築された
複数の製造設備１１から、それぞれの製造設備１１に使用されるワーク、工具、油脂類な
どの供給品の消費状況をリアルタイムに収集するようにしている。このため、製造工場に
おける複数の製造設備１１のうちの、どの製造設備に対して供給品を早急に補充する必要
があるのかが分かる。また、各々の製造設備に対して、作業者が供給品の補充の要否を判
断する必要が無くなる。
　さらに、設備管理装置１４は、製造設備１１毎の供給品の消費状況を一元的に管理する
ことにより、供給品の補充が必要な製造設備１１について補充の優先順位を決定し、その
優先順位に従って供給品を自動的に補充するようになっている。このため、供給品を各製
造設備に効率良く補充することができる。
【００５５】
　なお、上述した実施形態においては、製造設備１１が複数の機械１９－１～１９－ｎに
よって構築された製造ラインまたは製造セルであるとしたが、本発明においては、製造設
備１１が単一の機械もしくは機械システムであってもよい。つまり、本発明に適用可能な
製造設備は、少なくとも一つの機械によって構築されており、各機械に対して供給品の補
充が行われてもよい。
【００５６】
　以上、典型的な実施形態を用いて本発明を説明したが、当業者であれば、本発明の範囲
から逸脱することなしに、上述の実施形態に変更および種々の他の変更、省略、追加を行
うことができるのを理解できるであろう。
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【符号の説明】
【００５７】
　１０　　生産システム
　１１　　製造設備
　１２　　運搬設備
　１３　　保管設備
　１４　　設備管理装置
　１５　　製造計画装置
　１６　　製造工場
　１７　　イントラネットのネットワーク
　１８　　インターネットのネットワーク
　１９－１～１９－ｎ　　機械
　２０、２１　　第一通信装置
　２２　　設備情報収集部
　２３　　供給品補充判定部
　２４　　在庫情報確認部
　２５　　運搬指令部
　２６　　記憶部

【図１】 【図２】
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